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さいたま市放課後児童健全育成事業委託実施基準 

（平成 13年５月１日 福祉部長決裁）  

 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、さいたま市放課後児童健全育成事業実施要綱（平成 18 年５月 12 日

保健福祉局長決裁。以下「実施要綱」という。）第６条の規定に基づき、放課後児童健全

育成事業の運営を事業者に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 本事業の実施にあたっては、さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

の基準に関する条例（平成 26年さいたま市条例第 53号。以下「条例」という。）及び実

施要綱を遵守するものとする。 

２ この基準において「放課後児童健全育成事業」とは、次の各号に掲げる要件を満たし

ているものをいう。 

⑴ 実施主体 実施要綱第７条の規定を満たす者であること。 

⑵ 児童 実施要綱第 22条の規定を満たす児童であること。 

⑶ 児童数 主にさいたま市（以下「市」という。）に在住する児童で、児童数おおむね

10人以上在籍していること。 

⑷ 放課後児童支援員及び補助員（以下「放課後児童支援員等」という。） 条例第 10

条の規定に基づき、必要な人材を確保し、児童数に応じた配置をすること。 

⑸ 施設 事業の実施上必要となる適当な施設を有すること。なお、適当な施設とは、

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第６条の３第２項及び条例第９条の規定に基づ

き、衛生及び安全が確保された設備を備え、その活動に要する遊具、図書及び児童の

所持品を収納するためのロッカーの設備等が備えられていることをいう。 

３ この基準において「クラブ」とは、条例第 10条第 4項に定める支援の単位をいう。 

４ この基準において「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的

に人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為を受けることが不可欠である

児童をいう。 

（承認） 

第３条 さいたま市の委託を受けて本事業に係る民設クラブを設置又は移転しようとする

者は、民設放課後児童クラブ設置等申請書を市長に提出し、第２条第２項各号に定める要

件に適合しているか等について、審査を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の書類の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を申請者に

通知するものとする。 

 （委託契約） 

第４条 市長は、前条の規定により、クラブの設置を承認された者の中から、毎年度予算

の範囲内で委託契約を締結する。 

２ 前項の規定により、市と委託契約を締結しようとするときは、さいたま市放課後児童

健全育成事業委託調書を市に提出するものとする。なお、委託契約締結後に委託内容の

変更が生じた場合は、さいたま市放課後児童健全育成事業変更委託調書を市に提出する

ものとする。 

３ 事業者が、会社法（平成 17 年法律第 86 号）に規定する株式会社等（以下「企業」と

いう。）の場合は、前項に規定するさいたま市放課後児童健全育成事業委託調書のほか、

次に掲げる書類を提出しなければならない。 



 資料３ 
 

⑴ 直近３年間の決算報告書、損益分析書、貸借対照表及び勘定科目明細書 

⑵ 登記事項証明書 

⑶ 納税証明書 

（委託対象経費等） 

第５条 前条に規定する委託契約における委託金の対象となる経費は、次に掲げるとおり

とする。 

⑴ 職員の人件費のほか、実施要綱第 17条第１項に規定する事業に要する経費（飲食物

費、さいたま市民設放課後児童クラブ放課後児童支援員処遇改善費補助金交付要綱（平

成 27 年３月 13 日子ども未来局長決裁）の規定により支給される処遇改善費及び第２

号から第８号までの経費を除く） 

⑵ 障害児童担当放課後児童支援員等の人件費（諸手当を除く） 

⑶ 年間 250日以上開所するクラブの運営に要する経費 

⑷ 長時間開所するクラブの運営に要する経費 

⑸ 育成支援の周辺業務を行う職員の人件費及び育成支援の周辺業務を外部委託等によ

り実施するために要する経費 

⑹ 医療的ケア児を受け入れるために看護師、准看護師、保健師、又は助産師（以下、「看

護師等」という。）の配置に要する経費 

⑺ 購入又は賃借によりＡＥＤ（自動体外式除細動器）を施設内に設置することに要す

る経費 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、放課後児童健全育成事業の実施に供する施設を賃借し

継続して確保するために要する経費 

 （委託基準額） 

第６条 前条に規定する経費に対する委託基準額は、別表１に定めるものとする。 

（支払方法） 

第７条 本事業の委託を受けた者（以下「受託者」という。）は、委託金の支払いを受けよ

うとするときは、毎月５日又は当該月の最初の市の開庁日のうちいずれか遅い日までに

市に請求書を提出するものとする。 

２ 前項の規定において、受託者が企業の場合は、毎月、完了報告書を市に提出のうえ、

完了検査を受けなければならない。 

３ 市は、第１項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求を受けてから 30日以内

に支払うものとする。ただし、企業の場合は、前項に規定する完了検査の実施後に支払

うものとする。 

（委託上の禁止事項） 

第８条 受託者は、契約によって生ずる権利、義務を第三者に譲渡し、又は承継してはな

らない。また、受託業務の全部若しくは一部を他に委託し、又は請け負わせてはならな

い。ただし、書面により市長の承認を得たときは、この限りではない。 

（承認の取消し） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、クラブ設置の承認を取り消すこ

とができる。 

⑴ 第２条第２項各号に定める要件に適合しなくなったとき。 

⑵ 市長の命令又は指導に従わなかったとき。 

２ 市長は、前項の規定による承認の取消しにより、受託者に損害が生じても、その賠償

の責を負わないものとする。 
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（契約の解除） 

第１０条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部若し

くは一部を解除し、交付すべき委託金の全部若しくは一部を取り消して返還を命ずるこ

とができる。 

⑴ 前条の規定により、承認の取消しとなったとき。 

⑵ 契約事項に違反したとき。 

⑶ 本事業を遂行することが困難であると市長が認めたとき。 

⑷ 委託金を次に掲げる本事業の対象経費以外に充当したとき。 

ア 入室児童の保育に必要な職員の人件費 

イ クラブの運営に必要な物件費・旅費等の事務費 

ウ 入室児童の処遇に直接必要な事業費（おやつ代、教材費及び行事費等の実費負担

が相応しい経費を除く。） 

⑸ その他不正な方法により委託金の交付を受けたとき。 

（実績報告） 

第１１条 受託者は、毎年度、指定する期日までに実績報告書を市長に提出しなければな

らない。 

（様式） 

第１２条 この実施基準で使用する様式は、放課後児童課長が別に定める。 

（その他） 

第１３条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この基準は、平成 13年５月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この基準の施行の日の前日までに、合併前の浦和市放課後児童健全育成事業の事業委

託実施要綱（平成 11年浦和市制定）又は大宮市放課後児童健全育成事業の事業委託実施

基準（平成 12年大宮市制定）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞ

れこの基準の相当規定によりなされたものとみなす。 

 （令和７年度における委託基準額の特例） 

３ 令和７年度における委託基準額は、さいたま市放課後児童健全育成事業委託実施基準

の一部を改正する基準（令和７年１１月 13 日子ども未来局長決裁。）による改正後のさ

いたま市放課後児童健全育成事業委託実施基準（以下「新基準」という。）別表１の規定

により計算した委託基準額が、さいたま市放課後児童健全育成事業委託実施基準の一部

を改正する基準（令和３年３月 18 日子ども未来局長決裁。）による改正前のさいたま市

放課後児童健全育成事業委託実施基準（以下「旧基準」という。）別表１の規定により計

算した委託基準額に満たない場合、新基準別表１の規定にかかわらず、新基準別表１の

規定により計算した委託基準額に、旧基準別表１の規定により計算した委託基準額と新

基準別表１の規定により計算した委託基準額との差額に５分の２を乗じて得た額を加え

た額とする。 

   附 則（平成 14年４月１日 福祉部長決裁） 

 この基準は、平成 14年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 15年２月３日 福祉部長決裁） 
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 この基準は、決裁の日から施行し、平成 14年４月１日から適用する。 

   附 則（平成 15年４月１日 福祉部長決裁） 

 この基準は、平成 15年４月１日から施行する。 

      附  則（平成 15年 11月 28日 保健福祉局長決裁） 

  この基準は、決裁の日から施行し、平成 15年４月１日から適用する。 

附  則（平成 16年３月 16日 保健福祉局長決裁） 

  この基準は、平成 16年４月１日から適用する。 

   附 則（平成 18年３月 31日 福祉部長決裁） 

 （施行期日） 

第１条 この基準は、平成 18年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この基準による改正後のさいたま市放課後児童健全育成事業委託実施基準（以下

「新基準」という。）第２条第３号及び別表１の規定は、施行の日以後結ばれる委託契約

について適用し、同日前に結ばれた委託契約については、なお従前の例による。 

２ 新基準別表１の規定の適用については、別に定めるさいたま市放課後児童健全育成事

業実施要綱第６条の受託者の要件、第 19 条第２項の保育面積要件及び第 30 条第４項の

入室基準を市が指定する期日までに満たすことができない児童クラブについては、なお

従前の例による。 

３ 当分の間、施行の日以後新たに開設する児童クラブに係る新基準第２条第３号及び別

表１の規定の適用については、待機児童解消のため市が指定する地域における設置者と

して認めた者が、児童クラブを開設する初年度における委託契約の締結に限り、同号及

び同表中「おおむね 10人」とあるのは、「おおむね５人」とする。 

   附 則（平成 20年３月 24日 子ども未来部長決裁） 

 この基準は、平成 20年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21年３月 30日 子ども未来部長決裁） 

この基準は、平成 21年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24年２月 20日 子ども未来局長決裁） 

この基準は、平成 24年４月１日から施行する。 

附 則（平成 25年３月 12日 子ども未来局長決裁） 

この基準は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則（平成 26年３月 14日 子ども未来局長決裁） 

この基準は、平成 26年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27年３月４日 子ども未来局長決裁） 

この基準は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28年３月 15日 子ども未来局長決裁） 

この基準は、平成 28年４月１日から施行する。 

附 則（平成 29年３月 17日 子ども未来局長決裁） 

この基準は、平成 29年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30年３月 22日 子ども未来局長決裁） 

この基準は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則（平成 31年３月 25日 子ども未来局長決裁） 

この基準は、平成 31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月 17日 子ども未来局長決裁） 
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この基準は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月 18日 子ども未来局長決裁） 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月 22日 子ども未来局長決裁） 

この基準は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月 16日 子ども未来局長決裁） 

この基準は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則（令和６年３月 18日 子ども未来局長決裁） 

この基準は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年 11月７日 子ども未来局長決裁） 

この基準は、決裁の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

  附 則（令和７年３月 28日 子ども未来局長決裁） 

この基準は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年５月 14日 子ども未来局長決裁） 

この基準は、決裁の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

附 則（令和７年 11月 13日 子ども未来局長決裁） 

この基準は、決裁の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
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別表１（第６条関係） 

 

 委 託 基 準 額 

事業経費 

利用者の希望日に開所し、開所日数年間２５０日以上のクラブ 

 

⑴ 放課後児童支援員（常勤職員に限る。）を２名以上配置した場合 

※ この基準における常勤職員とは、法定労働時間の範囲内において、原則

としてクラブごとに定める運営規程に記載されている「開所している日及

び時間」のすべてを、年間を通じて専ら育成支援の業務に従事している職

員をいう。 

  ただし、運営規程どおりに開所した場合の１週間の総時間数（４０時間

を超える場合は４０時間を上限とする）の８割以上を育成支援の業務に従

事する職員も対象に含めるものとする。 

１クラブあたり年額 

児童数 １クラブ年額 

１人から１９人まで 
４，６１５，０００円－（１９人－児童数）×

３０，０００円 

２０人から３５人まで 
６，９３９，０００円－（３６人－児童数）×

２７，０００円 

３６人から４５人まで ６，９３９，０００円 

４６人から７０人まで 
６，９３９，０００円－（児童数－４５人）×

８５，０００円 

 

⑵ ⑴以外の場合 

１クラブあたり年額 

児童数 １クラブ年額 

１人から１９人まで ２，７９４，０００円－（１９人－児童数）×

３０，０００円 

２０人から３５人まで ５，１１７，０００円－（３６人－児童数）×

２７，０００円 

３６人から４５人まで ５，１１７，０００円 

４６人から７０人まで ５，１１７，０００円－（児童数－４５人）×

８５，０００円 

 

※委託契約締結時における児童数を基準とし、原則として委託契約終了

まで当該基準を適用する。 
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人 件 費 

 障害児童担当放課後児童支援員等 

児童おおむね１０人のほかに、障害児童が１～２人いる児童クラブは、

県・市が主催する障害児に対応するための専門研修を受講している担当放

課後児童支援員等１人、以後障害児童２人につき担当放課後児童支援員等

１人を配置した場合は、担当放課後児童支援員等の人数に応じて以下の金

額を加算。当該加算の対象となる障害児童の範囲は別表２の定めるところ

による。 

 
 

支援員数 加算額年額 

１人 ２，２３２，０００円 

２人以上 ４，４６４，０００円 

運営経費 

⑴ 開所日数加算 

ア 放課後児童支援員（常勤職員に限る。）を２名以上配置した場合 

   １日８時間以上開所するクラブ 

１クラブ年額 （年間開所日数－２５０日）×２８，０００円 

イ ア以外の場合 

   １日８時間以上開所するクラブ 

  １クラブ年額 （年間開所日数－２５０日）×２１，０００円 

 

⑵ 長時間開所加算（平日分） 

ア 放課後児童支援員（常勤職員に限る。）を２名以上配置した場合 

  １８時半を超えて開所するクラブ 

    １クラブ年額 「１８時半を超える時間」の 

 年間平均時間数×７２０，０００円 

イ ア以外の場合 

  １８時半を超えて開所するクラブ 

    １クラブ年額 「１８時半を超える時間」の 

         年間平均時間数×４４９，０００円 

 

⑶ 長時間開所加算（長期休暇分） 

 ア 放課後児童支援員（常勤職員に限る。）を２名以上配置した場合 

   １日８時間を超えて開所するクラブ 

 １クラブ年額 「１日８時間を超える時間」の年間平均時間× 

 ３２４，０００円 

 イ ア以外の場合 

   １日８時間を超えて開所するクラブ 

 １クラブ年額 「１日８時間を超える時間」の年間平均時間× 

          ２０２，０００円 
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⑷ 育成支援体制強化加算 

   育成支援の周辺業務を行う職員を配置又は育成支援の周辺業務を外部

委託等しているクラブ 

   １クラブ年額 １，５６８，０００円を上限として、「２４０，０００

円＋（児童数×３１，０８０円）」で算定した額と育成

支援の周辺業務を行う職員を配置又は育成支援の周辺

業務を外部委託等でかかった額を比較し少ない額とす

る。 

※委託契約締結時における児童数により算定する。 

 

⑸ 医療的ケア児支援 

   医療的ケア児を受け入れており、かつ、当該児童の受け入れに対応す

るために、看護師等を配置するクラブ 

   １クラブ年額 ４，０６１，０００円 

 

⑹ ＡＥＤ加算 

   購入又は賃借によりＡＥＤ（自動体外式除細動器）を施設内に設置し

ているクラブ  

   １クラブ月額 ５，０００円 

   ただし、市がＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置している建物内に

あるクラブを除く。 

 

 

施設経費 

 

⑴ 放課後児童健全育成事業の実施に供する施設の土地及び家屋に係る賃借 

料 

ア 市内主要駅（※）から１km圏内、かつ都市計画法に基づく用途地域のう

ち、「商業地域」、「近隣商業地域」に指定されている地域の施設 

   １クラブ１箇月   ２３０，０００円 

イ 市内主要駅から１km圏内の施設 

   １クラブ１箇月   ２００，０００円 

ウ 市内主要駅以外の駅から１km圏内の施設 

１クラブ１箇月   １５０，０００円 

エ 駅から１kmを超える施設 

   １クラブ１箇月   １２０，０００円 

※市内主要駅とは、「さいたま市民間保育所設置認可等実施要綱に関する取扱

要領」第２、１駅前型保育所等で規定する駅をいう。 
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施設経費 

 

 

⑵ 施設の受入可能児童数による加算 

施設の専用区画面積（建築面積から、事務室、トイレ、手洗場、ロッカ

ー、本棚等を除いた児童の活動スペース）を、児童一人当たりの専用区画

面積（1.65㎡）で割り返して算出される児童数が２０人を超える場合 

２０人を超えた受入可能児童数 1人につき   １，９００円 

ただし、条例第１０条４項の規定に基づく範囲を上限とする。 

 

⑶ 賃貸借物件の契約更新時に掛かる更新料 

２年間の賃貸借契約期間につき、⑴及び⑵に準じた１施設１箇月分の額 

 

⑴及び⑵については、⑴及び⑵から算出された額の合算額と実費額を比較

し、少ない額とする。 

⑶については、補助限度額と実費額を比較し、少ない額とする。 

 

  

備考 

１ 委託契約期間が１年に満たない場合にあっては、原則として、年額で定められて

いる委託基準額をそれぞれ月割計算するものとする。 

２ 委託契約期間が１月に満たない場合のその月の委託基準額は、各項目について日

割計算を行う。委託基準額は、施設経費については委託契約期間の開始日から末日

までの全日数を対象日数とし、それ以外の経費については委託契約期間の開始日か

ら末日までの開設日を対象日数とする。 

３ 月割計算をする場合は、委託基準額に対象月数を乗じた金額を１２月で除すもの

とする。 

４ 日割計算をする場合は、委託基準額を１２月で除した金額に第２項の対象日数を

乗じた金額を、施設経費についてはその月の全日数で除すものとし、それ以外の経

費についてはその月の開設日数で除すものとする。 

５ 前２項のそれぞれの計算において、１円未満の端数を生じたときは、これを切り

捨てるものとする。 
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別表２ 

障害児童加算の対象となる児童 

児童クラブの対象児童であって、次の各号のいずれかに該当する者。  

⑴ 身体障害者手帳又は療育手帳を所持する児童 

⑵ 専門機関による障害児童であることの証明を有する児童 

⑶ 特別支援学校小学部又は小学校の特別支援学級に通学する児童 

 




